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◆担当者からひとこと◆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  

１年で最も昼が短くなる冬至。運がつくとして「ん」のつく食べ物のカボチャ（なんきん）を食べます。この 

日にカボチャを食べると、風邪をひかないと言われます。また、ゆず湯はゆずの強い香りで邪気を払うと 

されています。ゆずの成分が血行を促進し、身体をあたためて風邪を予防します。私も今年の冬至（12 

月 21 日）にはぜひ行ってみたいです。 

◆今号の目次◆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  

≪新着ニュース≫  

1. 『初開催！産業廃棄物排出事業者セミナー 参加者募集（無料）』 

2. 『平成 28 年度東京都環境科学研究所 公開研究発表会について』 

≪お知らせ≫  

3. 『東京都環境公社からのお知らせ（再掲）』 

4. 『東京都からのお知らせ（産業廃棄物関連）』 

5. 『環境省からのお知らせ（産業廃棄物関連）』 

6. 『その他お知らせ（産業廃棄物関連）』 

 

◆本文◆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  

≪新着ニュース≫ 

──▲──────────────────────────────────────── 

1. 『初開催！産業廃棄物排出事業者セミナー 参加者募集（無料）』 

──▲────────────────────────────────────────  

都内で産業廃棄物を排出する事業者の方を対象に、産業廃棄物排出事業者セミナーを初開催します。 

産業廃棄物の食品転売事件が世間を騒がせ、優良な処理事業者の選択、適正処理への対応がより一 

層求められています。また、東京では「東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会」の開催とその 

先を見据えて、“持続可能性”への取組が進められています。 

このような流れを踏まえ、当セミナーでは、廃棄物処理の現状と持続可能な資源利用に向けた取組につ 

いての基調講演のほか、事例･パネルディスカッションを交えながら、排出事業者の皆様に有意義な情 

報を提供します。 

 

１ 日時・場所    平成 29 年 1 月 23 日（月） 13：30～16：30（受付開始 13：00） 

連合会館（東京メトロ千代田線新御茶ノ水駅 B3 出口徒歩 0 分） 

２ 受講費用      無料 

 

３ お申込方法     下記、ホームページからお申込いただけます。 

             http://www.tokyokankyo.jp/activity/publicity/haisyutsu-seminar/ 

４ 講演内容 

http://www.tokyokankyo.jp/activity/publicity/haisyutsu-seminar/


【第 1 部 基調講演】 

「産業廃棄物の処理と資源の循環利用」慶應義塾大学 経済学部 教授 細田 衛士氏  

【第 2 部 事例発表】 

○排出事業者  

株式会社リコー サステナビリティ推進本部 環境推進室 プロセスグループ 

グループリーダー 長澤 孝幸氏  

○産廃エキスパート取得企業 

東京ボード工業株式会社 代表取締役社長 井上 弘之氏 

○平成 27 年度東京都モデル事業採択者 

リネットジャパングループ株式会社 代表取締役社長 黒田 武志氏 

○行政 

東京都環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課長 須賀 隆行氏 

【第３部 パネルディスカッション】 

テーマ１「適正処理の推進に向けて」 

テーマ２「持続可能な資源利用に向けた取組」 

５ お問合せ先 

公益財団法人東京都環境公社 環境事業部環境事業課 

TEL: 03-3634-4030 メール: sanpaik@tokyokankyo.jp 

 

──▲──────────────────────────────────────── 

2. 『平成 28 年度東京都環境科学研究所 公開研究発表会について』 

──▲────────────────────────────────────────  

平成 28 年 12 月 15 日（木）18 時～20 時（17 時開場）、東京都庁都議会議事堂 1 階都民ホールにて、東 

京都環境科学研究所の日頃の研究成果等をご紹介する公開研究発表会を開催します。水素エネルギ 

ー、大気・水環境、有害化学物質などの研究内容に関する講演のほか、資源循環分野では、17 時～18 

時の開演前に、不燃ごみにおける有用金属等の組成調査に関するポスター展示も行っています。みなさ 

まのご来場をお待ちしております！ 

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/11/22/05.html 

 

≪お知らせ≫ 

──▲─────────────────────────────────────── 

3. 『東京都環境公社からのお知らせ（再掲）』  

──▲─────────────────────────────────────── 

1.「1 月 27 日（金） 第 7 回産業廃棄物処理業者向け講習会（中級編） 参加者募集中！」 

今後の循環型社会を構築するうえで、重要な静脈産業である産業廃棄物処理業について、持続可能な 

静脈ビジネスの発展を図り、排出事業者に選択される事業者を育成することを目的に、産業廃棄物処理 

業者向け講習会を開催します。 

http://www.tokyokankyo.jp/activity/publicity/shori-lecture/h28syori-syokyu/ 

 

2. 「2 月 14 日（火）第 5 回産業廃棄物管理責任者講習会（建設系） 参加者募集中！」  

mailto:sanpaik@tokyokankyo.jp
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/11/22/05.html
http://www.tokyokankyo.jp/activity/publicity/shori-lecture/h28syori-syokyu/


都内の産業廃棄物を排出する事業所では、東京都の条例により、産業廃棄物管理責任者を選任するこ 

ととなっています。本講習会は、産業廃棄物の法体系や産業廃棄物管理責任者の実務、業種により注 

意すべきことが学べます。修了者には、講習会修了証（カード）を発行します。 

http://www.tokyokankyo.jp/activity/publicity/lecture/h28kanri-jukou/ 

 

3. 「～東京都の「産廃エキスパート」、「産廃プロフェッショナル」の認定を取得している事業者の皆様～」 

平成 29 年 1 月 13 日（金）開催『東京都優良産廃事業者限定 プレミアムセミナー』 

開催が近づき、いよいよ残席が少なくなってきました。参加をご検討の方はお早めにお申込ください。 

http://www.tokyokankyo.jp/activity/certification/yuryo-premiumseminar/ 

 

4. 「新江東清掃工場・埋立処分場の見学会を実施しています！」  

「日本一と言われる新江東清掃工場」と「東京港内の最後の埋立処分場」を無料で見学できるバスツア 

ーを実施しています(参加対象者は 16 歳以上の方)。 

http://www.tokyokankyo.jp/kengaku/seisou.html 

★お申込みはお電話のみの受付となります。【次回は 12 月 14 日（水）開催！】 

TEL 03-3570-2230（受付時間 平日 8：30～17：00） 

 

5. 「スーパーエコタウン見学会を実施しています！」 

優良な産業廃棄物処理事業者による先進的なリサイクル技術を一堂に集めた「スーパーエコタウン」の 

無料見学会を月 2 回実施中！(参加対象者は 16 歳以上)  

http://www.tokyokankyo.jp/kengaku/ecotown.html 

★お申込みはお電話のみの受付となります。 

TEL 03-3570-2230（受付時間 平日 8：30～17：00） 

◎【満員御礼！】12 月 8 日、12 月 9 日の 2 日間は東京ビックサイトにて「エコプロ 2016」とのコラボ企画見学

会を実施！大好評につき定員に達しました！ 

 

──▲─────────────────────────────────────── 

4. 『東京都からのお知らせ（産業廃棄物関連）』 

──▲───────────────────────────────────────  

1.「産廃スクラム 32 の不法投棄撲滅強化月間における取組について」 

平成 28 年 12 月 28 日（水）まで「産廃スクラム 32」不法投棄撲滅強化月間です。 

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/10/03/04.html 

 

2.「産業廃棄物処理業者に対する行政処分について」 

東京都は、平成 28 年 11 月 18 日及び同年 11 月 28 日付けで産業廃棄物処理業者 2 者に対して、廃棄 

物処理法に基づき、許可取り消しの行政処分を行ないましたのでお知らせします。 

＜平成 28 年 11 月 18 日付＞ 

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/11/18/04.html 

＜平成 28 年 11 月 28 日付＞ 

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/11/28/04.html 
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3.「ハイブリッド塵芥車導入のための補助が受けられます！」 

今年度のハイブリッド塵芥車導入補助金の申請受付を開始しています。都内に事務所又は事業所を 

有する中小企業及び個人事業者で、都の産廃エキスパート又は産廃プロフェショナルの認定を現に受 

けている事業者の方がハイブリッド塵芥車を導入する際に都が補助金を交付するものです。 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/vehicle/air_pollution/diesel/support/subsidy/HV-jinkai.html 

 

4.「エコサポート 2016環境関連の東京都補助金・支援策ガイドについて」 

環境局は、ご家庭や事業所向けの環境関係の補助制度等を紹介する「エコサポート 2016 環境関 

連の東京都補助金・支援策ガイド」の冊子を作成しました。様々な役立つ補助金・支援策を掲載 

していますのでご活用ください。 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/about/eco_support/index.html 

 

──▲─────────────────────────---------────────── 

5. 『環境省からのお知らせ（産業廃棄物関連）』 

──▲───────────────────────────────────────  

1.「平成 28 年度低炭素型廃棄物処理支援事業補助金（廃棄物処理施設の省エネ化を図る事業）の公募

について」 

環境省では、温暖化対策に資する廃棄物処理施設の整備を促進するため、これらの施設を整備する事

業等に対して補助金を交付する「低炭素型廃棄物処理支援事業」を実施しています。  

http://www.env.go.jp/press/103328.html 

 

2.「平成 28 年度低炭素型廃棄物処理支援事業補助金（事業計画策定支援事業）の公募について」 

環境省では、温暖化対策に資する高効率の熱回収施設及び燃料製造施設の廃棄物エネルギー利用施 

設の整備を促進するため、これらの施設を整備する事業に対して補助金を交付する「低炭素型廃棄物 

処理支援事業」を実施しています。 

http://www.env.go.jp/press/103289.html 

 

3.「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律関係省令の一部改正案に対する意見の募集（パブ

リックコメント）について」 

環境省では、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）関係省令の一部改 

正案について、広く国民の皆さまからご意見をお聞きするため、平成 28 年 11 月 25 日（金）から同年 12 

月 24 日（土）までの間、ご意見の募集（パブリックコメント）をいたします。 

http://www.env.go.jp/press/103155.html 

 

4.「平成 28 年度循環型社会形成推進研究発表会の開催について」 

環境省は、循環型社会形成推進研究発表会を、東京会場にて 12 月 12 日（月）、13 日（火）、21 日（水）、 

大阪会場にて 12 月 15 日（木）、16 日（金）にテーマ毎に分けて開催いたします。 

http://www.env.go.jp/press/103230.html 
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──▲──────────────────────────────────────── 

6. 『その他お知らせ（産業廃棄物関連）』 

──▲──────────────────────────────────────── 

1.「環境省主催フォーラム/ワークショップ」循環型地域社会の発展に向けて～排出事業者と処理業者が 

地域のために今何ができるのか？～ 

排出事業者と処理業者が直接意見交換できる貴重な機会です。現在の処理業者（もしくは排出事業者） 

との連携に課題を感じている方や、新たに処理業者（若しくは排出事業者）を見つけたい方は是非ご参 

加をお待ちしております。 

http://www.amita-oshiete.jp/seminar/entry/002291.php?repeat 

 

最後までお読みいただき、どうもありがとうございました。 

 

◆本メールマガジンに関する問い合わせ先◆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

  公益財団法人東京都環境公社 環境事業部環境事業課 

  E-mail：sanpaik@tokyokankyo.jp 

  HP：   http://www.tokyokankyo.jp/ 

◆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
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